条例骨子案に対する県庁内関係課の意見と対応案
	所　属
	意見箇所
	意　見　の　内　容
	対　応　案

	文化振興課

文化行政課
	第１前文、第２理念
○前文「自然や食、多様な温泉、歴史・文化など」
○理念「歴史、食、自然など」
	歴史、文化　に訂正。

（理由）

歴史と文化は別のカテゴリーであることを明確化し、表現を分かり易くするため。

また、同じ文言で統一すべき。
	前文、理念とも、「歴史、文化、…」と表現を統一。

	福祉保健課
	第２前文
	「少子高齢化社会の到来への対応」を「少子高齢社会への対応」に修正

（理由）
　既に少子化や高齢化は進んでおり、国等においても少子高齢社会と表現していることから修正すべき
	意見のとおり修正。


	地域農政推進課
	第５基本方針⑵観光戦略への取組
 （項目無し）
第６推進体制等⑶観光地の魅力向上…
	「戦略的」の文言は観光のイメージにそぐわないのではないか。
名所・旧跡、歴史・文化、伝統技能など、今ある観光資源の維持・保全や掘り起こしといった視点も必要ではないか。　
「県は、観光客の満足度等を調査し、公表する…」に変更してはどうか。　
魅力を伝えるための積極的なＰＲ活動を行うことを追加すべきではないか。
	素案では「施策の戦略的な取組」と記述。
（計画で対応）
修正しない（限定的な記載はしない）

（計画で対応）

	監理課
	第４⑵県の責務


	市町村が観光を全面に出して県道の改築等を要望してきても、予算縮減の中で緊急性や効果を吟味して総合的に判断する必要があり、「責務」を「役割」と表現を和らげていただきたい。
	「必要な支援」としており、県は支援が必要であるか判断し行うものであるから修正不要。

	道路建設課
	第６⑵観光基盤の整備


	第５基本方針⑶と第６推進体制等⑵に「交通インフラの整備」が重複して記載されている。
基本的に観光地としての魅力づくりやPRが重要であると考え、交通インフラはそれを支援する位置付けと考える。交通インフラを特出しすることは、別途の財政支援のないなかでは、過度の期待など誤解を生ずることから、計画で策定すべき。
	第５基本方針⑶の「交通インフラの整備」を削除

施策の推進には、計画を定めるほか、ハードとソフトの両輪が必要であり、ハード整備のみを削除することは適当でない。

	都市政策課
	第６⑵観光基盤の整備


	「観光基盤」の定義の明確化

（理由）
「観光基盤」の定義が不明確あり、景観や街並みの多くは「観光資源」と捉えることも考えられる。

また、交通インフラについても「シーニックバイウエイ※」は観光資源とも考えられる。

以上から、条例に盛り込む表現として「観光基盤」の定義を明確にすべき、
　

　※風景街道　
	　「観光基盤」の表現は、条例上は「見出し」として使われるにすぎず、その条文内容の記述により内容理解が可能。
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